
物価高騰や資材費高騰の影響を受ける新規就業者に対して、資金の交付及び経営発展に向けた取組等を支
援することで確実な経営安定を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
① 新規就業給付金事業（農業：上限50万円/人・年、漁業：定額10万円/人・年）

物価や資材費高騰の影響を強く受ける農業研修生や新規就農者に対し、物価上昇分の資金を交付
自営独立型漁業の経営を開始して５年以内で、漁業用資材等物価高騰の影響を受ける漁業者に対し、

資金を交付
② 新規就農経営発展事業（補助率１／２以内、上限額1,500万円）

物価高騰や資材費高騰の中でも経営開始時に掲げた所得目標を達成するなど、経営発展を目指す10
年以内の新規就農者に対して、必要な施設・機械等の整備を支援

⑵ 事業の仕組み
①県 農業振興公社 農業者等、県 漁業者 ②県、県       農業者等

⑶ 成果指標
新規就農者の定着率 現状（令和６年）96.4％ → 令和９年 98.5％
経営発展に取り組む新規就農者の所得  令和９年 10％増加 
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② 新規就農経営発展事業 （１／２以内、上限額1,500万円）

① 新規就業給付金事業（定額）

物価高騰や資材費高騰の中でも経
営開始時に掲げた所得目標を達成す
るなど、経営発展を目指す10年以内
の新規就農者に対して、経営発展に
必要な施設・機械等の整備を支援

ア）新規就農者（農業：上限50万円/人・年）
農業研修生や新規就農者に対し、資材等物価
上昇分の資金を交付

※ 国の新規就農者育成総合対策
 就農準備資金・経営開始資金関連
 事業の活用が必要

経営発展のイメージ

イ）新規就業者（漁業：定額10万円/人・年）
自営独立型漁業の経営を開始して５年以内の

65歳未満の漁業者に対し、資材等物価上昇分の
資金を交付

※ 新規就農時は、国の新規就農者育
成総合対策のうち経営発展支援事
業等国事業を活用し、かつ国事業と
重複しない経費が対象
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